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請願第２号 

   鳥羽の子どもたちの「豊かな学び」の保障と充実を求める請願 

 

紹  介  議  員    南 川 則 之    ㊞ 



鳥羽の子どもたちの「豊かな学び」の保障と充実を求める請願 

請願の趣旨 

子どもたちの「豊かな学び」の保障にむけ、「子どもの貧困対策の推進と就学・修学

支援に関わる制度の拡充」や「教職員定数改善計画の策定・実施と教育予算の拡充」を

すすめるとともに、安心・安全を確保するため、巨大地震等の災害を想定した「防災対

策の充実」をはかり、さらに「義務教育費国庫負担制度が充実」され、国の責務として

必要な財源が確保されるよう採択いただき、国の関係機関に意見書を提出いただくよう

お願い申し上げます。 

 

請願の理由 

１．  新型コロナウイルス感染症の影響で、収入減や失業による生活困窮等、経済的危機に

直面している家庭が増えました。また、厚生労働省の「国民生活基礎調査（2019）」によると、

「子どもの貧困率」は 13.5％、およそ子ども７人に 1 人の割合で貧困状態にあるとされてい

ます。鳥羽市においては、今年度就学援助を受けている児童生徒の割合が小学校は

19.5％（昨年度 19.1％）・中学校が 22.5％（昨年度 19.6％）となっています。これは、小・中

学生のおよそ５人に 1 人の割合であり、昨年度よりも厳しい状況が生じていることを示して

います。 

「第２次鳥羽市教育ビジョン」にも「経済的な事情により教育を受ける環境や進路選択に

影響を及ぼす状況も生じています。」との記述があり、家庭の経済格差が子どもの学力格

差・教育格差を生むことのないように、子どもたちの就学を支援するため、今後も就学援助

事業・奨学金事業等を推進する必要があります。 

以上のような理由から、すべての子どもたちの学ぶ機会を保障するため、子どもの貧困

対策の推進と就学・修学保障制度の拡充を切望するものです。 

 

２．  2021年 4月、国の学級編制の標準が 40年ぶりに改善され、小学校 35人学級が段階的

に実現することとなりました。しかし、2022 年度の教職員定数については、学校現場の人

的配置の充実を求める多くの声を反映したものにはなっていません。また、中学校の学級

編制の標準や高等学校等の教職員定数の標準改善については、現時点において示され

ていません。 

 鳥羽市においては、学級 1 クラス当たりの児童生徒数は、小学校 20.2 人、中学校 19.3

人となっていますが、1クラス 30人以上の学級や複式学級を抱えた学校があるのが現状で

す。また今日、新型コロナウイルス感染症への対策としても、30 人以下学級の実現が求め

られています。子どもたちが安心・安全に学べるようにするためにも、さらなる学級編制の

標準の引き下げと、基礎定数及び加配定数の改善をすすめ、教職員が心身ともにゆとりを

持って子どもたちと向き合える環境を創り出していくことは、子どもたちの「豊かな学び」の

保障につながる基盤となるものです。 

家庭の現実に目を向ければ、新型コロナウイルス感染症の影響により、保護者が子ども

たちを学校へ通わせるための、マスクや消毒液等の感染対策に係る保護者の経費負担は

確実に増加しており、ＩＣＴに関する費用も、引き続き保護者負担として生じています。鳥羽

市の中学校では、式典などの特別な日をのぞいて、制服の代わりに着用できる「準制服」

を定め、安価で、買い替えが容易な環境をつくり、学びに係る費用の負担を軽くするとりく

みをすすめてもらっていますが、教育費の私費負担が大きくなる中で、子育て世代に負担



が集中するような現状が続けば、さらに少子化をすすめる悪循環を生む大きな要因になる

とも考えられます。 

誰一人取り残さない学びの保障を実現するため、人的配置を含めた教育予算の拡充と

教育条件の整備をすすめていくことが、山積する教育課題の解決へとつながり、そして、

子どもたち一人ひとりの「豊かな学び」を保障することになると考えます。 

以上のような理由から、教職員定数改善計画の策定・実施と教育予算の拡充を切望す

るものです。 

 

３．  2022 年 7 月現在、鳥羽市では津波避難場所として 11 校中 7 校（小学校４校、中学校 3

校）が、風水害等避難所としては 9 校（小学校６校、中学校 3 校）が指定避難所となってい

ます。避難所における防災関係施設・整備などについては、対策が充分なものもある中、

非常用通信装置の設置率が 50％となっているとともに、書架・備品等の転倒落下防止対

策やガラス飛散防止対策がすすんでおらず、安全対策の充実にむけた早急な対応が求

められます。また、11校中 2校（弘道小学校、答志小学校）が津波浸水想定区域内に立地

している現状があります。 

 災害や感染症は、いつ発生するかわかりません。また、災害発生時における多様な性や

プライバシーに関する課題、外国人、介助・介護が必要な高齢者、障がい者、女性、乳幼

児等への配慮等、まだまだ改善すべき課題は山積しています。過去の災害に学び、最善

の備えを整えていくという考えのもと、政府の責任において、安心して被災者が避難できる

よう、防災に関わる施策がさらに充実されることを強く望むところです。 

以上のような理由から、巨大地震等の災害を想定した防災対策の充実をすすめることを

切望するものです。 

 

４．  教育の全国水準と機会均等を確保する義務教育の基盤をつくるためには、教職員の確

保、適正配置、資質向上および教育環境整備等諸条件の水準を保障すべきであり、その

ために必要な財源を安定的に確保することが不可欠です。また、義務教育の水準が安定

的に確保されるためには、国庫負担金による財源確保の対象の拡大、さらにはその増額

が極めて重要であり、教育の ICT化に伴う機器の整備・管理費等も国庫負担による安定的

な財源の確保が必要です。 

未来を担う子どもたちの「豊かな学び」を保障することは、社会の基盤づくりにとって極め

て重要なことです。義務教育については、国が責任を果たすとの理念にたち、教育に地域

間格差が生じないよう、必要な財源を確保する義務教育費国庫負担制度の存続はもとより、

措置の対象の拡充をふくめた制度の更なる充実が求められます。 

以上のような理由から、義務教育費国庫負担制度の充実を切望するものです。 

 

 令和４年８月２２日 

 

 鳥羽市議会議長  木 下 順 一  様 


